
◎防衛省設置法等の一部を改正する法律 
（平成二九年六月二日法律第四二号）   

一、 提案理由（平成二九年四月一八日・衆議院安全保障委員会） 

○稲田国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案に

ついて、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛

隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は

役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の

自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は

役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国

政府との間の協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必

要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 

 これは、防衛省の所掌事務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、陸上自衛

隊の自衛官の定数を七人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を一人削減し、航空自衛隊

の自衛官の定数を二人増加し、共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空

自衛官の定数を六人増加するものであります。なお、自衛官の定数の総数は二十四万七

千百五十四人に変更はありません。 

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 

 第一に、統合運用のもと、陸上自衛隊の作戦基本部隊や各種部隊等の迅速、柔軟な全

国的運用を可能とするための陸上総隊の新編、陸上自衛隊における教育訓練研究機能を

充実強化するための教育訓練研究本部の新設及び航空自衛隊の南西航空混成団の南西航

空方面隊への改編に伴う規定の整備を行うこととしております。 

 第二に、予備自衛官または即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、

使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備

を行うこととしております。 

 第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務

の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 

 第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整

備を行うこととしております。 

 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に

係る財政法の特例に関する規定の整備を行うこととしております。 

 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説

明いたします。 



 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品または役務の提供の対象とし

て、英国の軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

 以上です。 

二、 衆議院安全保障委員長報告（平成二九年四月二八日） 

○山口壯君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び

航空自衛隊の組織の改編、日豪ＡＣＳＡ及び日英ＡＣＳＡに係る物品または役務の提供

に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月三十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、四月十八日稲田防衛大臣から提案理由の説明を聴取した後、

二十一日から質疑に入り、二十五日に質疑を終局し、討論、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成二九年五月二六日） 

○宇都隆史君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊

及び航空自衛隊の組織の改編、豪州及び英国との物品役務相互提供協定の実施に係る規

定の整備等の措置を講ずるものであります。 

 委員会におきましては、自衛官定数の充足率向上に向けた取組の必要性、サイバー防

衛隊の主要装備品の現状と人員拡充の必要性、陸上総隊新編後の統合運用体制の強化、

陸上自衛隊教育訓練研究本部を設置する目的と教育訓練及び研究の内容、予備自衛官等

の使用者への情報提供に関する規定を整備する背景と提供情報の内容、不用となった装

備品等の開発途上地域への譲与等と憲法の平和主義との関係、本法律案と南西地域の防

衛態勢の強化との関係等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対、沖縄の風

の伊波委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


